
初年度登録年月日 備考

走行距離 （自動車登録番号等）

トヨタ・ラッシュ 平成22年3月26日

CＢＡ－Ｊ２１０E 129,657km

売払物件明細書

乗用自動車 岩手501は 721第１号

リサイクル券
の有無

車検の有効期限車名及び型式品目売払物件

有 令和7年3月25日

自賠責期限

令和7年4月4日

注４）引渡後の搬出は、買受人の責任において行ってください。（バッテリーの交換、充電等修繕が必要）

注３）車体に組織名称等がある場合は、買受人の負担において除去してください。

注２）名義変更等については代金の納付後直ちに買受人が行い、それらに係る一切の費用は、買受人の負担とします。

注１）上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。



岩手501は 721

入札書に記載する金額及び契約金額等について

（Ａ）入札書に記載する金額

　　入札日時点での現状における車両本体のみの見積額。課税対象。

（Ｂ）自賠責保険未経過期間相当額

　　下記のとおり。非課税対象。

未経過期間

始期 終期 （月数） （円／24か月） （円／1か月）

R6.10.4 以前 6 17,650 735.4 4,412

R6.10.5 以降 5 17,650 735.4 3,677

※1か月経過ごとに未経過期間（月数）減。

（Ｃ）自動車重量税未経過期間相当額

　　下記のとおり。非課税対象。

未経過期間

始期 終期 （月数） （円／24か月） （円／1か月）

R6.10.25 以前 5 34,200 1425.0 7,125

R6.10.26 以降 4 34,200 1425.0 5,700

※1か月経過ごとに未経過期間（月数）減。

（Ｄ）リサイクル料金（非課税）

￥10,070円

（Ｅ）契約金額

　　（Ｅ）＝（Ａ）×１０％

※（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）については、契約者が別途支払うものとする。

第１号　トヨタ・ラッシュ

R5.3.26 R7.3.25

自賠責期間
売買契約年月日

自賠責保険料

R5.4.4 R7.4.4

車検期間
売買契約年月日

自動車重量税 自動車重量税
未経過期間

相当額

自賠責保険
未経過期間

相当額











初年度登録年月日 備考

走行距離 （自動車登録番号等）

ダイハツ・ビーゴ 平成24年2月20日

ＡＢＡ－Ｊ２１０G 103,407km

売払物件明細書

売払物件 品目 車名及び型式
リサイクル券
の有無

車検の有効期限 自賠責期限

注１）上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。

注２）名義変更等については代金の納付後直ちに買受人が行い、それらに係る一切の費用は、買受人の負担とします。

注３）車体に組織名称等がある場合は、買受人の負担において除去してください。

注４）引渡後の搬出は、買受人の責任において行ってください。（バッテリーの交換、充電等修繕が必要）

第２号 乗用自動車 有 令和7年2月26日 令和7年3月17日 岩手501ま6115



岩手501ま6115

入札書に記載する金額及び契約金額等について

（Ａ）入札書に記載する金額

　　入札日時点での現状における車両本体のみの見積額。課税対象。

（Ｂ）自賠責保険未経過期間相当額

　　下記のとおり。非課税対象。

未経過期間

始期 終期 （月数） （円／24か月） （円／1か月）

R6.10.17 以前 5 20,010 833.8 4,168

R6.10.18 以降 4 20,010 833.8 3,335

※1か月経過ごとに未経過期間（月数）減。

（Ｃ）自動車重量税未経過期間相当額

　　下記のとおり。非課税対象。

未経過期間

始期 終期 （月数） （円／24か月） （円／1か月）

R6.10.26 以前 4 24,600 1025.0 4,100

R6.10.27 以降 3 24,600 1025.0 3,075

※1か月経過ごとに未経過期間（月数）減。

（Ｄ）リサイクル料金（非課税）

￥10,070円

（Ｅ）契約金額

　　（Ｅ）＝（Ａ）×１０％

※（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）については、契約者が別途支払うものとする。

R5.2.27 R7.2.26

R5.3.17 R7.3.17

車検期間
売買契約年月日

自動車重量税 自動車重量税
未経過期間
相当額

第２号　ダイハツ・ビーゴ

自賠責期間
売買契約年月日

自賠責保険料 自賠責保険
未経過期間
相当額










